
森林事務所と皆さんを結ぶ国有林情報／極力毎月発行

この度、礼文森林事務所森林官として赴任して参り
ました、木下 皓晶（きのした ひろあき）と申しま
す。
実に久々の発行となりましたが、当広報紙は町民の
皆様に、国有林の事を知ってもらうとともに、礼文島
の自然についての実情を知っていただくことを目的に
発行しております。

また、国有林に対してご意見やご要望をお持ちの方
は是非、率直なご意見、ご要望をおっしゃって頂きた
いと思っております。そ
れらを受け止め、より良
い森林づくりをこころが
けて参りますので、今後
ともどうぞよろしくお願
い致します。

これからの季節は空気が乾燥し、山火事が起き
やすくなっております。
昨年は、ゴミ焼きが原因で約２０ha焼失しまし
たので、十分注意して下さい。また、山菜の採取
等で入林される方は火の元には十分注意していた
だきますようお願いいたします。
なお、ゴミは必ず持ち帰るようにしましょう。

「森林官」とは林野庁の森林管理署の出先
機関である森林事務所の責任者です。

それぞれの管轄する国有林において、森林
づくりを進めるための各種調査、植林・伐採
・作業道等の管理事業等に係る監督や検査、
森林パトロール、境界の管理、動植物の調査、
森林教室のインストラクター、特別司法警察
員としての「森林警察」業務など多岐にわた
っています。

国有林における山菜採りについては、各地
区の森林愛護組合長より山菜採取許可証の交
付を受けた方のみ可能となりますので、山菜
を採取される方は許可証を携帯し入林してい
ただきますようお願いします。

香深及び船泊地区の両方で山菜を採取され
る方は、各地区の許可証がそれぞれ必要にな
りますのでご注意ください。

また、桃岩付近及び西海岸・ゴロタ岬周辺
は国立公園特別保護地区に指定されているた
め、山菜の採取はできませんのでご理解とご
協力の程よろしくお願いします。

レブンアツモリソウの芽が出てきました。撮影日は５月１６日ですので、皆様
が、この広報紙を読む頃には、もっと育っているはずです。

５月になると、役場や森林官、環境省、自然保護巡視員等、いろいろな立場の
人たちが集まって、アツモリソウや高山植物関係の会議が開かれます。立場や個
人の想いで考えが分かれる事もありますが、目的は皆同じです。

レブンアツモリソウが、増殖し、希少種の指定から外れるような日が来るよう、
町民の皆様や関係各位のチカラを合わせて少しずつ前進していけたら幸いです。
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